
○珠洲市復旧・復興工事等に係る契約方法及び指名競争入札参加者の指名の基

準の特例に関する要綱 

令和６年４月８日 

告示第３１号 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭

和３７年法律第１５０号）第２条第１項の規定に基づき制定される政令により、激

甚災害又は局地激甚災害として指定された災害により被害を受けた公共土木施設等

の復旧・復興に関する建設工事（以下「復旧・復興工事」という。）に係る契約方法

及び指名競争入札参加者の指名の基準の特例に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （契約の方法） 

第２条 復旧・復興工事の契約方法は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 一般競争入札 予定価格が２億円（土木一式及び建築一式工事にあっては３億

円）以上のもの 

 (2) 指名競争入札 予定価格が２００万円超２億円（土木一式及び建築一式工事に

あっては３億円）未満のもの 

 (3) 随意契約 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号から第９号の規定

に該当すると認められるもの 

２ 前項第２号に該当する復旧・復興工事のうち、市長が指定するものの契約は、珠洲

市制限付き一般競争入札実施要領（平成２０年珠洲市告示第１１号）に規定する方

法により締結することができる。 

（指名競争入札参加者の指名の基準） 

第３条 復旧・復興工事を指名競争入札の方法により発注する場合における入札参加

者の指名は、珠洲市建設工事指名競争入札参加者等選定要綱（平成２０年珠洲市告

示第１２号）第３条の規定に関わらず、別表第１に定めるところによるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の技術を要する工事又は特別の理由のある工事に

ついては、別表第１の定めによらず珠洲市財務規則（昭和４０年珠洲市規則第８号）

第７１条第２項の規定による審査を受け、資格を有する者の名簿に登載された者か

ら選定することができる。 

 （指名競争入札に伴う指名業者数） 

第４条 指名競争入札の執行に伴う指名業者数は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 設計金額が２千万円以上の工事 ６者以上 

(2) 設計金額が２千万円未満の工事 ５者以上 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 



附 則（令和７年告示第６２号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

指 名 基 準 表 

工事種別 等級 総合点数 発注予定金額 

土
木

一
式
工
事 

Ａ ８００以上 ３，０００万円以上 

Ａ・Ｂ 
８００以上 

８００未満 
２，０００万円以上、３，０００万円未満 

Ｂ ８００未満 ２，０００万円未満 

 

工事種別 等級 総合点数 発注予定金額 

建
築

一
式
工

事 

Ａ ６５０以上 １，０００万円以上 

Ａ・Ｂ ６５０未満 １，０００万円未満 

 

※木

造 

Ａ ６５０以上 ５，０００万円以上 

Ａ・Ｂ 
６５０以上 

６５０未満 
５，０００万円未満 

※木造：一般住宅と同等の構造（在来軸組み工法）で、延べ床面積３００㎡以下の建築

物をいう。 

 

工事種別 等級 総合点数 発注予定金額 

舗
装
工
事 

Ａ ７５０以上 １，０００万円以上 

Ａ・Ｂ 
７５０以上 

７５０未満 
１，０００万円未満 

 

工事種別 等級 総合点数 発注予定金額 

設
備
工
事 

Ａ ６００以上 １，０００万円以上 

Ａ・Ｂ 
６００以上 

６００未満 
１，０００万円未満 



 

工事種別 等級 総合点数 発注予定金額 

そ
の
他
工
事 

Ａ ７５０以上 １，０００万円以上 

Ａ・Ｂ 
７５０以上 

７５０未満 
１，０００万円未満 

 

備考 

１ 「総合点数」とは、珠洲市建設工事指名競争入札参加者等選定要綱第２条に定める

総合点数をいい、次の各号のいずれかにより算定する。 

(1) 市内に主たる営業所を有する建設業者に係る総合点数は、建設業法（昭和２４

年法律第１００号）第２７条の２３第１項の規定による経営に関する客観的事項

の審査による数値（以下「経審点数」という。）と珠洲市が別に定める主観的事項

の審査による数値を合計して算定する。 

(2) 市外に主たる営業所を有する建設業者に係る総合点数は、経審点数をもって算

定する。 

２ 総合点数が上位の等級に該当する場合であっても、当該工事の年間平均完成工事

高 

 が１，０００万円に満たない場合は、下位に降級するものとする。 

３ 等級欄の「Ａ・Ｂ」とは、等級Ａ及び等級Ｂに属する全てを対象とする。 

４ 工事種別の「設備工事」とは、管工事、電気工事、電気通信工事、清掃施設工事、

消防施設工事及び機械器具設置工事をいう。 

５ 工事種別の「その他工事」とは、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事及び設備

工事以外の工事をいう。 


